
JP 2011-108015 A 2011.6.2

10

(57)【要約】
【課題】ラックに収容された各ＩＴ機器へ冷気を過不足
なく、かつラックの上部まで情報処理機器の冷却に必要
な温度で到達するように供給できる技術を提供すること
を課題とする。
【解決手段】空調ユニット３と、吹き出し口９と、各ラ
ック２の上側部分に流入する空気と下側部分に流入する
空気との温度差、または該温度差と上側部分に流入する
空気温度に基づいて、吹き出し口９から吹き出る冷気の
風量をラック２毎に調整する吹き出し量調整手段４と、
各ラック２の吹き出し量調整手段４の制御量の最大値ま
たは最小値と、上側部分に流入する空気と下側部分に流
入する空気との温度差の平均値に基づいて、空調ユニッ
ト３が生成する冷気の風量を調整する生成量調整手段５
と、各ラック２の上側部分に流入する空気温度の平均値
と空調ユニット３が生成する冷気の風量に基づいて、空
調ユニット３が生成する冷気の温度を調整する生成温度
調整手段５とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理機器を収容したラックが整列する情報処理機器室の空調を行う空調システムで
あって、
　前記情報処理機器室へ冷気を供給する空調ユニットと、
　前記情報処理機器室の床側あるいは天井側に設けられる、前記空調ユニットが供給する
冷気が吹き出る吹き出し口と、
　各ラックの上側部分に流入する空気と下側部分に流入する空気との温度差、または該温
度差と上側部分に流入する空気温度に基づいて、前記吹き出し口から吹き出る冷気の風量
をラック毎に調整する吹き出し量調整手段と、
　各ラックの前記吹き出し量調整手段の制御量の最大値または最小値と、上側部分に流入
する空気と下側部分に流入する空気との温度差の平均値に基づいて、前記空調ユニットが
生成する冷気の風量を調整する生成量調整手段と、
　各ラックの上側部分に流入する空気温度の平均値と前記空調ユニットが生成する冷気の
風量に基づいて、前記空調ユニットが生成する冷気の温度を調整する生成温度調整手段と
、を備える、
　空調システム。
【請求項２】
　前記情報処理機器室は、ラックが整列したラック列が複数列に渡って平行に並んでおり
、
　前記吹き出し口は、一対のラック列の間に形成される通路の床側あるいは天井側に設け
られており、
　前記吹き出し量調整手段は、前記通路を挟んで対峙する一対のラックのうち上側部分に
流入する空気と下側部分に流入する空気との温度差が大きい方のラックの該温度差、また
は該温度差と上側部分に流入する空気温度に基づいて、前記吹き出し口から吹き出る冷気
の風量を調整する、
　請求項１に記載の空調システム。
【請求項３】
　各ラックの上側部分に流入する空気と下側部分に流入する空気との温度差、または該温
度差と上側部分に流入する空気温度に基づいて、前記吹き出し口から吹き出る冷気の吹き
出し角をラック毎に調整する吹き出し角調整手段を更に備える、
　請求項１または２に記載の空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）の発展に伴い、ＩＴ機器の発
熱量は増大の一途を辿っている。これに伴い、ＩＴ機器を冷却する空調システムの電力消
費量も増大しており、ＩＴ機器を効率的に冷却できる空調技術の開発が行われている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、サーバの排熱を確実に行うため、ラックに取り付けた排気フ
ァンの風量制御を、サーバの排気温度によって行う技術が開示されている。また、特許文
献２には、温度センサをマシン室に複数設置して床ファン（ファンタイル）を制御してコ
ンピューター室の熱管理を行う技術が開示されている。また、特許文献３には、ラック内
の温度を検出してファンを制御するラックの管理装置が開示されている。また、特許文献
４には、ユニット内や機器ラック、或いは筺体内の温度を用いてファンの速度を制御する
技術が開示されている。また、特許文献５には、サーバが持つ複数のファンの回転数から
、各サーバの風量を算出し、サーバの位置情報とあわせて空気流を検知し、空気流に応じ
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てデータセンター内の冷却を制御するコントローラを備えた空気流分配装置、換気システ
ムが開示されている。また、特許文献６には、給気風量を増減させて空気の再循環を制御
する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１４０４２１号公報
【特許文献２】特表２００８－５３８４０６号公報
【特許文献３】特開２００２－３１９０８２号公報
【特許文献４】特表２００９－５２４２５３号公報
【特許文献５】特開２００６－２０８０００号公報
【特許文献６】特表２００７－５０５２８５号公報
【特許文献７】特許第４２９４５６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　データセンター等の大規模な情報処理設備においては、ＩＴ機器を収容したラックが情
報処理機器室内に多数並べられている。これらのラックに収容されたＩＴ機器を効率的に
冷却するには冷気を各機器ごとに必要最小限に供給することが肝要である。冷気が均等に
供給されない場合には許容温度を超える機器が生じるのを防ぐために空調システム全体の
風量を省エネルギーに反して過剰に供給する現象が生ずるからである。しかしながら、情
報処理設備を冷却する空調システムにおける冷気の流れはＩＴ機器の据付状態や動作状態
に影響されやすく、冷気を均等に供給することは容易でない。
【０００６】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、ラックに収容された各情報処
理機器へ冷気を過不足なく、かつラックの上部まで情報処理機器の冷却に必要な温度で到
達するように供給する技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明では、各ラックの上側部分に流入する空気と下側部分
に流入する空気との温度差に基づいて冷気の吹き出し量を調整しつつ、各ラックの上側部
分と下側部分へ流入する空気の温度差の平均値に基づいて生成する冷気の風量を調整する
。
【０００８】
　詳細には、情報処理機器を収容したラックが整列する情報処理機器室の空調を行う空調
システムであって、前記情報処理機器室へ冷気を供給する空調ユニットと、前記情報処理
機器室の床側あるいは天井側に設けられる、前記空調ユニットが供給する冷気が吹き出る
吹き出し口と、各ラックの上側部分に流入する空気と下側部分に流入する空気との温度差
、または該温度差と上側部分に流入する空気温度に基づいて、前記吹き出し口から吹き出
る冷気の風量をラック毎に調整する吹き出し量調整手段と、各ラックの前記吹き出し量調
整手段の制御量の最大値または最小値と、上側部分に流入する空気と下側部分に流入する
空気との温度差の平均値に基づいて、前記空調ユニットが生成する冷気の風量を調整する
生成量調整手段と、各ラックの上側部分に流入する空気温度の平均値と前記空調ユニット
が生成する冷気の風量に基づいて、前記空調ユニットが生成する冷気の温度を調整する生
成温度調整手段と、を備える。
【０００９】
　上記空調システムは、情報処理機器の負荷状態や吸込み温度に応じて通気量が変化する
ラックが整列した情報処理機器室の空調を行うことを前提としている。ラックは、情報処
理機器を収容しており、機器の負荷状態に応じて冷却風量が変化する。これらの機器を冷
却する空気は、ラックの周囲からラック内を通過し、反対側へ流れるものであり、例えば
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、ラックの正面から吸気されて背面へ排出される。ラックを通過する空気は、情報処理機
器本体に設けられている冷却ファンやラックの内外に取り付けられている冷却ファンによ
って流れる。なお、ラックは、４面ある側面のうちラック列の吸気側の面（換言すると、
ラック内に設置されるＩＴ機器の吸気側の面）およびその反対側である排気側の面が全面
的に開放されており、他の面が板状の部材等で開放あるいは閉じられているものであって
もよいし、特定の吸排気口等を有するものであってもよい。情報処理機器室は、このよう
なラックが、少なくとも、冷却空気の吸気面と排気面の少なくとも何れか一方が揃うよう
に整列している。情報処理機器室には、床側および天井側の少なくとも何れかに冷気を流
す経路が設けられており、この経路を介して各ラックへ冷気が吹き出される。
【００１０】
　上記空調システムは、空調ユニットから供される冷気が吹き出る吹き出し口が設けられ
ている。このような吹き出し口は、情報処理機器室の床側あるいは天井側に設けられてお
り、ラックの吸気面へ冷気が供されるようになっている。この吹き出し口から吹き出る冷
気の量は吹き出し量調整手段によって制御可能なようになっており、吹き出し量はラック
の上側部分に流入する空気と下側部分に流入する空気との温度差、または該温度差と上側
部分に流入する空気温度に基づいて調整される。吹き出し量の調整は、情報処理機器が効
果的に冷却されるように行なわれるものであり、例えば、ラックの上側部分に流入する空
気と下側部分に流入する空気との温度差が縮まるように調整される。
【００１１】
　更に、上記空調システムでは、空調ユニットが生成する冷気の風量が、生成量調整手段
により、各ラックの吹き出し量調整手段の制御量の最大値または最小値と、上側部分に流
入する空気と下側部分に流入する空気との温度差の平均値に基づいて調整される。ここで
、吹き出し量調整手段は、例えば、吹き出し口に近接して設置されているシャッタやダン
パなどの開度調整機構または小型ファンなどの送風機を適用できる。小型ファンは例えば
床吹出口にファンユニットとして設置されるプロペラファンを例示できる。また、吹き出
し量調整手段の制御量の最大値および最小値は、吹き出し量調整手段が開度調整機構によ
るものである場合にはその開度、送風機によるものである場合にはその送風量もしくは送
風量と相関のある送風機の回転数などの最大値および最小値を示す。生成される冷気の風
量調整は、各ラックへの冷気の供給に過不足が生じないように、かつ空調ユニットの床下
への吹出し口からラック吸込み面への床吹き出し部までの給気経路の圧力損失が少なくな
るように行われるものであり、例えば、吹き出し量調整手段の制御量が小さい場合は、通
風時の圧力損失が小さくなるように生成される冷気の風量を削減する。さらに、温度差の
平均値が減少すれば生成される冷気の風量を削減する。一方、吹き出し量調整手段の制御
量が大きい場合は、より多くの冷気を必要としているので生成される冷気の風量を増加す
る。さらに、上記空調システムでは、空調ユニットが生成する冷気の温度が、生成温度調
整手段により、各ラックの上側部分に流入する空気温度の平均値と、上記空調ユニットが
生成する冷気の風量に基づいて調整される。例えば、流入する空気温度の平均値が低く、
冷気の風量が少ない場合は、冷却能力が過剰なので、冷気の温度を上げる。
【００１２】
　この空調システムであれば、各ラックについて上側部分から下側部分まで流入空気の温
度が略均等になるため、空調効率を高めることができる。この結果、情報処理機器室へ供
給する冷気の風量を必要最小量に絞ることが可能であり、効率的な空調システムを実現で
きる。
【００１３】
　なお、前記情報処理機器室は、ラックが整列したラック列が複数列に渡って平行に並ん
でおり、前記吹き出し口は、一対のラック列の間に形成される通路の床側あるいは天井側
に設けられており、前記吹き出し量調整手段は、前記通路を挟んで対峙する一対のラック
のうち上側部分に流入する空気と下側部分に流入する空気との温度差が大きい方のラック
の該温度差、または該温度差と上側部分に流入する空気温度に基づいて、前記吹き出し口
から吹き出る冷気の風量を調整するものであってもよい。この場合、対峙する一対のラッ
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クのうち何れか一方にのみラックの上側部分に流入する空気と下側部分に流入する空気と
の間に温度差が生じた場合であっても風量制御によりこの温度差を是正することができる
。
【００１４】
　また、上記空調システムは、各ラックの上側部分に流入する空気と下側部分に流入する
空気との温度差、または該温度差と上側部分に流入する空気温度に基づいて、前記吹き出
し口から吹き出る冷気の吹き出し角をラック毎に調整する吹き出し角調整手段を更に備え
るものであってもよい。このように構成される空調システムであれば、吹き出し口から吹
き出る冷気の向きが適正に調整されるので、吹き出し量調整手段によって調整される冷気
の風量が更に抑制されることとなり、効率的な空調システムを実現できる。
【発明の効果】
【００１５】
　ＩＴ機器を収容したラックが多数並べられている情報処理設備において、ラックに収容
された各情報処理機器へ冷気を過不足なく、かつラックの上部まで情報処理機器の冷却に
必要な温度で到達するように供給できる。さらには、該冷気の供給により、ラックの吸気
面における熱気の回り込みを防止する遮蔽板を不要とし、材料費・工事費の削減のほか保
守員への圧迫感をなくしまたは作業の自由度を広げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】空調システムの構成図である。
【図２】空調システムの機器配置図である。
【図３】ダンパとラックとの位置関係を示す図である。
【図４Ａ】開度制御のフローチャートである。
【図４Ｂ】回転数制御のフローチャートである。
【図４Ｃ】温度制御のフローチャートである。
【図５Ａ】ダンパの開度を減少させた場合の変化を示す図である。
【図５Ｂ】ダンパの開度を増加させた場合の変化を示す図である。
【図６Ａ】電動ファンの回転数を減少させた場合の変化を示す図である。
【図６Ｂ】電動ファンの回転数を増加させた場合の変化を示す図である。
【図７Ａ】暖気の一部が回りこんでいるときの状態図である。
【図７Ｂ】暖気の一部が回りこんでいるときの温度分布を示すグラフ。
【図８】吹き出し量が過剰な時の状態図である。
【図９】ラック列が２列の場合の空調システムの適用例を示す図である。
【図１０】冷気を天井から供給する場合の空調システムの構成図である。
【図１１】変形例に係る制御装置が行なう開度制御のフローチャートである。
【図１２Ａ】吹き出し角を減少させた場合の変化を示す図である。
【図１２Ｂ】吹き出し角を増加させた場合の変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、空調システム１の構成図である。この空調システム１は、図１に示すように、
各種の演算処理やデータベースの管理を行うサーバや通信機等のＩＴ機器（本発明でいう
情報処理機器に相当する）が収容されたラック２へ供給する冷気を生成する空調ユニット
３、ラック２の上側部分や下側部分へ流入する冷気の温度に基づいて空調ユニット３の電
動ファンの回転数やダンパ４（本発明でいう吹き出し量調整手段に相当する）の開度を調
整する制御装置５を備える。空調ユニット３は、ラック列全体に冷気を供給するものであ
る。なお、吹き出し量調整手段としては、シャッタ形式のダンパ４であってもよいが、例
えば、空調ユニット３の電動ファンから供給される冷気を中継する床設置の小型ファン（
以下、補助送風機ともいう）であってもよい。
【００１８】
　図２は、空調システム１の機器配置図である。図２に示すように、空調システム１は、
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ラック２が多数整列したサーバールーム６に設けられている。そして、サーバールーム６
の床７に設置された空調ユニット３が、サーバールーム６内から取り込んだ空気を床７と
コンクリートスラブ８との間に設けられた床下の空間へ送り込むように構成されている。
【００１９】
　空調ユニット３は、クーリングコイルと電動ファンとを内蔵したパッケージクーラであ
り、上面に設けられた開口からサーバールーム６の空気を吸気して冷却し、底部の吹出口
から床下の空間へ送る。また、各ダンパ４は、ラック２のラック列に沿うように、また各
ラックとは１：１の関係で通路の床面に設けられており、床下からサーバールーム６内へ
吹き出る冷気の吹き出し量を調整する。なお、空調ユニット３は、コイルとファンがそれ
ぞれ別のケーシングに納まり、両者がダクトで接続されたものであってもよい。
【００２０】
　図３は、ダンパ４とラック２との位置関係を示す図である。図３に示すように、各ラッ
ク２の前の床面には吹き出し口９が設けられており、吹き出し口９から吹き出る冷気の吹
き出し量をラック２毎に調整可能なように、各ラック２の前の床下に８つのダンパ４が設
けられている。吹き出し口９は、サーバールーム６の床７に設けられる開口部であり、空
気を通しつつ人等が通行可能なように網目状のグレーチングが設置されている。また、各
ラック２には、ラック内に収容されているＩＴ機器を冷やすための空気を取り入れる吸込
面１０が正面に設けられており、取り入れた空気を排出する排出面が背面に設けられてい
る。このように、床面に設けられる吹き出し口９やラック２の吸込面１０があり、ラック
２へ供給する冷気が流れる通路をコールドアイルという。また、冷気通路の隣の通路、換
言すると、ラック２の排出面があり、ラック２から排気される暖気が流れる通路をホット
アイルという。
【００２１】
　各ラック２にはＩＴ機器を冷却する冷却ファンが設けられており、各ラックの吸排気量
は収容しているＩＴ機器の負荷状態や吸込み温度に応じて時々刻々と変化する。すなわち
、各ＩＴ機器に内蔵または付設されている冷却ファンやラック２の内または外に取り付け
られている冷却ファンの回転数が、ＩＴ機器の負荷状態等に応じて変化することにより、
ラック２の吸込面１０に吸気され或いは排出面から排出される空気の量が変化する。この
ため、各ラックの吸排気量は互いに異なる場合がある。よって、各ダンパ４の吹き出し量
もＩＴ機器の負荷状態や吸込み温度に応じて適切に調整される必要がある。
【００２２】
　そこで、この空調システム１では、制御装置５が以下のような制御を行う。図４Ａは制
御装置５が各ダンパ４に対して行なう制御のフローチャートを示しており、図４Ｂは制御
装置５が空調ユニット３に対して行なう制御のフローチャートを示している。以下、制御
装置５が行なう制御について、図４Ａおよび図４Ｂに示すフローチャートに基づいて説明
する。
【００２３】
　制御装置５は、各ラック２の吸込面１０のうち上部に設けられた上部温度センサ１１と
下部に設けられた下部温度センサ１２とにより、各ラック２の上側部分および下側部分に
流入する空気の温度を検知する。上部温度センサ１１及び下部温度センサ１２は、少なく
ともラック内の機器を冷却する冷気が通過する流路上であってラック内への吸気が不足し
た際に両センサ間で温度差が生じやすい箇所に設けられる必要があり、例えば、ラック２
の吸気用のメッシュの上端および下端からそれぞれ約１００ｍｍのあたりに据え付けられ
ている。そして、各ラック２について、上側部分に流入する空気の温度と下側部分に流入
する空気の温度との温度差ΔＴ（ｉ）を算出する。各上部温度センサ１１が検知する温度
をＴｕ（ｉ）とし、下部温度センサ１２が検知する温度をＴｄ（ｉ）とすると、温度差Δ
Ｔ（ｉ）は以下の数式（１）のようになる。
　数式（１）：ΔＴ（ｉ）＝Ｔｕ（ｉ）－Ｔｄ（ｉ）
【００２４】
　ここで、ｉは温度センサの数に対応しており、本実施形態では８台のラックに上部温度
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センサ１１及び下部温度センサ１２がそれぞれ１つずつ取り付けられていることを前提と
しているので、ｉを１から８の自然数とする。ｉの上限値については上部温度センサおよ
び下部温度センサの数に応じて適宜定める。
【００２５】
　空調システム１が起動すると、制御装置５は、図４Ａに示すように、各ラックの上部温
度と下部温度との温度差ΔＴ（ｉ）がＣ値－α以下であるか否かを検知する（Ｓ１０１）
。このＣ値は、ダンパ４やファンユニットの補助ファンなど各ラックの吹き出し量調整手
段を経てから吹出した空気がラック２の吸込面１０に行き渡らず、ラック２の吸込面１０
に他からの暖かい空気（例えば、ラック背面に排出されている排気の一部等）が各ラック
２の上部に流入する際に生じる温度差であり、この実施形態では制御許容値として例えば
設定値±３℃の許容範囲では３℃とする。また、α値は、制御の安定を考慮した不感帯で
あり、この実施形態では１℃としている。なお、これらの値は、ラックに収容してあるＩ
Ｔ機器により異なるものである。
【００２６】
　Ｓ１０１の処理で温度差ΔＴ（ｉ）が（Ｃ－α）以下であると判定された場合、制御装
置５は、上部温度がＴｓｐ値以下であるか否かを検知する（Ｓ１０２）。このＴｓｐ値は
、ＩＴ機器の吸込み温度の設定値に近い値であり、ＩＴ機器が吸込み温度によって通気量
を変化させている場合に、これに応じて冷気の風量を調整することで、ラックへ過不足な
く冷気を供給するものである。この実施形態では、２５℃としている。なお、この値はラ
ックに収容してあるＩＴ機器の機種やメーカにより異なるものである。
【００２７】
　上部温度Ｔｕ（ｉ）がＴｓｐ以下である場合、ラックへの冷気が過多と判断し吹き出し
量調整手段によって風量を削減する。この実施形態ではダンパ４の開度Ｒ（ｉ）をγだけ
閉じ方向に作動させることで開度を減じている（Ｓ１０５）。
【００２８】
　一方、温度差ΔＴ（ｉ）が（Ｃ－α）以下でなく（Ｓ１０１）、（Ｃ＋α）以上であり
（Ｓ１０３）、上部温度Ｔｕ（ｉ）がＴｓｐ以上であれば（Ｓ１０４）、ラックへの風量
が不足していると判断されるので、吹き出し量調整手段によって風量を増加する。この実
施形態ではダンパ４の開度Ｒ（ｉ）をγだけ開き方向に作動させることで開度を増してい
る（Ｓ１０７）。また、Ｓ１０２、Ｓ１０３、Ｓ１０４で偽と判定された場合には、ラッ
クへの風量が適正と判断し、ダンパ４の開度を現状のままとする（Ｓ１０６）。
【００２９】
　更に、制御装置５は、図４Ｂに示すように、吹き出し量調整手段の最小値Ｒ－ｍｉｎが
Ｄ値以下であるか否かを検知する（Ｓ２０１）。この吹き出し量調整手段とは、吹き出し
口に近接して設置されているシャッタやダンパなどの開度調整機構または小型ファンなど
の送風機であり、最大値および最小値とは、開度調整機構にあってはその開度、補助送風
機にあってはその送風量もしくは送風量と相関のある送風機の回転数などの最大値および
最小値を示す。この実施形態では各ラックへ冷気を供給する複数あるダンパ４の開度Ｒ（
ｉ）や補助送風機の送風量の最大値Ｒ－ｍａｘと最小値Ｒ－ｍｉｎである。また、Ｄ値は
空調ユニット３の電動ファンの回転数が過剰なために、ダンパ４が絞り気味で制御してい
ることを判断する値で、この実施形態では６０％としている。風量制御手段の最小値Ｒ－
ｍｉｎがＤ値より小さい場合、各ラックの温度差ΔＴ（ｉ）の平均値ΔＴ－ａｖｅが（Ｃ
－β）以下であるか否かを検知する（Ｓ２０２）。このＣ値は図４Ａと同じ値であり、β
値は制御の安定を考慮した不感帯である。図４Ａの制御対象とは異なり操作機も別で、異
なる値の設定が可能である。この実施形態では、１℃としている。
【００３０】
　温度差の平均値ΔＴ－ａｖｅが（Ｃ－β）以下である場合、冷気の生成量が過多と判断
し、制御装置５は、空調ユニット３の電動ファンの単位時間当たりの回転数（回転速度）
をδだけ減少させる（Ｓ２０５）。電動ファンの回転数は、ファンを駆動する電動モータ
へ電力を供給するインバータの周波数を変更することにより調整する。これにより、図６
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Ａに示すように、全体的に風量過多だったダンパ４の吹き出し量が減少する。また、風量
制御手段の最大値Ｒ－ｍａｘがＥ値より大きく（Ｓ２０３）、かつ温度差の平均値ΔＴ－
ａｖｅが（Ｃ＋β）以上である場合（Ｓ２０４）、制御装置５は、空調ユニット３の電動
ファンの回転数をδだけ増加させる（Ｓ２０７）。この実施形態ではＥ値を９５％として
いる。これにより、図６Ｂに示すように、全体的に不足していたダンパ４の吹き出し量が
増加する。また、前記判断が偽の場合は、各ラックに過不足なく冷気が供給されているの
で、空調ユニット３の電動ファンの回転数は現状を保持する（Ｓ２０６）。
【００３１】
　このように、各ラックに供給するダンパ４の開度Ｒ（ｉ）の最小値Ｒ－ｍｉｎ、最大値
Ｒ－ｍａｘと温度差ΔＴ（ｉ）の平均値ΔＴ－ａｖｅから、過冷却が判断された場合には
電動ファンの回転数が減少し、冷却不足が判断された場合には電動ファンの回転数を増加
することで、電動ファンが各ラック内のＩＴ機器を冷却するのに必要十分な回転数となる
。すなわちラック毎にはその上下温度差から対応する吹出し口からの供給量が制御され、
ラック列の何れかのラックで吹き出し量調整手段の機構上の給気限界を逸脱したとき、ま
たは図４Ａの制御によっても全体として上下温度差の予定からの逸脱が解消しない状態が
検出されたとき、生成量調整手段としての制御装置５によってラック列全体への給気量の
調整に至る。なお、電動ファンが直流モータで駆動される場合は、印加電圧や電圧パルス
の調整により回転数を制御可能である。
【００３２】
　更に、制御装置５は、図４Ｃに示すように、各ラックの上部温度Ｔｕ（ｉ）の平均値Ｔ
ｕ－ａｖｅがＴ-L値以下であるか否かを検知する（Ｓ３０１）。このＴ-L値は、ＩＴ機器
の冷却に必要な冷気の冷え過ぎを判断する温度であり、この温度以下の場合、空調ユニッ
ト３は冷気の生成に過剰なエネルギーを消費していると判断する。この実施形態では、１
６℃としている。なお、この値はラックに収容してあるＩＴ機器により異なるものである
。
【００３３】
　上部温度の平均値Ｔｕ－ａｖｅがＴ-L値以下の場合、空調ユニット３の電動ファンの回
転数ＮがＦ値以下であるか否かを検知する（Ｓ３０２）。このＦ値は空調ユニット３の冷
気の生成量の過多を判断する値で、この実施形態では、２０％としている。
【００３４】
　電動ファンの回転数がＦ値以下である場合、冷気の能力が過大と判断し、制御装置５は
、空調ユニット３が生成する冷気の温度をクーリングコイルを流れる熱媒量の増などによ
りθだけ上昇させる（Ｓ３０５）。
【００３５】
　また、ラック上部温度の平均値Ｔｕ－ａｖｅがＴ-H値（各ラックの情報処理機器の上部
に供給された冷気の温度の不足を判断する温度である）以上で（Ｓ３０３）、かつ空調ユ
ニット３の電動ファンの回転数がＧ値以上である場合（Ｓ３０４）、制御装置５は、空調
ユニット３の生成する冷気の冷却能力が不足していると判断し、生成する冷気の温度をθ
だけ降下させる（Ｓ３０７）。なお、これらの判断が偽の場合には、冷気の冷却能力が適
正と判断し、冷気の温度を現状のままとする（Ｓ３０６）。
【００３６】
　なお、ΔＴ（ｉ）、Ｔｕ（ｉ）、ΔＴ－ａｖｅ、Ｔｕ－ａｖｅ、Ｔ-L値やＴ-H値は、吹
き出し量調整手段や空調ユニットの生成量調整手段や生成温度調整手段の供給温度が同じ
でも情報処理機器の稼働状況によって変動すること、すなわち高負荷の場合に熱排気の温
度が高く量が多いのに対し低負荷の場合にそれらが低く少ないことに由来して同じ給気条
件でも冷気の到達高さが異なる。すなわちラック毎にはその上下温度差から対応する吹出
し口からの供給量が制御され、ラック列の何れかのラックで吹き出し量調整手段の機構上
の給気限界を逸脱したとき、または図４Ａの制御によっても全体として上下温度差の予定
からの逸脱が解消しない状態が検出されたとき、生成量調整手段としての制御装置５によ
ってラック列全体への給気量の調整に至る。



(9) JP 2011-108015 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

【００３７】
　このように構成される空調システム１によれば、各ラックに収容されているＩＴ機器へ
冷気が略均等に供されるため、空調効率を高めることができる。すなわち、床から吹き出
す冷気の風量が上記空調システム１のように適正に制御されておらず、例えば図７Ａに示
すように風量が不足していてラック内への冷気が不足している場合、ラックから排気され
る暖気の一部が吸気側に回り込んだりする虞がある。図７Ｂは、床から吹き出す冷気の風
量が不足している時のラックの吸い込み温度を示したグラフである。図７Ｂに示すように
、床から吹き出す冷気の風量が不足している場合、ラックの下側部分に比べて上側部分の
吸い込み温度が高くなることが判る。このような暖気の回り込みを防止するため、図８に
示すように、全体の吹き出し量を過剰に設定する必要が不可避的に生ずる。全体の吹き出
し量をこのように設定すれば特定のＩＴ機器が過熱するのを予防できる反面、空調システ
ム全体の空調効率の低下を招く。しかしながら、上記空調システム１のように床から吹き
出す冷気の風量をラックの上部に流入する冷気と下部に流入する冷気との温度差、または
該温度差と上側部分に流入する空気温度に基づいて制御するようにすれば、空調ユニット
から供給される冷気が各ラックへ過不足無く供給されるので、空調ユニットから供給する
冷気の風量を過剰にする必要が無くなる。ラック列の端部に位置するラックは特に暖気が
回り込みやすいが、上記空調システム１であればこのような端部のラックのために全体の
吹き出し量を増大させなくても、端部のラックに適切な風量の冷気が供給される。
【００３８】
　なお、このようなラックの冷気不足を上部温度センサ１１および下部温度センサ１２で
確実に捉えるには、ラック内の隙間にブランクパネルを設置しておき、ラック内の隙間で
暖気の逆流が生じないようにしておくことがより好ましい。ラック内における暖気の回り
込みをブランクパネルで封じておけば、暖気が逆流するルートはラック背面から上側を経
由することとなり、ラックの上側部分に吸い込まれる冷気と下側部分に吸い込まれる冷気
との温度差が顕著に現れるようになるからである。
【００３９】
　また、既述したステップＳ２０５の処理においては、所定の最低風量を下回らないよう
に電動ファンの回転数の下限値を制限するようにしてもよい。所定の最低風量とは、各ラ
ックの上側部分に流入する空気と下側部分に流入する空気との温度差が無い場合であって
も各ラックへ最低限供給すべき冷気の風量であり、例えば、各ラックに収容されている全
てのＩＴ機器のうち稼動している機器の発熱量を最低限除去できる風量である。このよう
な風量は、例えば、全ＩＴ機器の消費電力や室温、空調ユニット３に流入する空気の温度
等をセンシングすることにより随時定められるようにしてもよいし、これらのパラメータ
によって変動しない予め定められた固定値であってもよい。
【００４０】
　ところで、上記空調システム１は、以下のように変形することもできる。例えば、上記
空調システム１は、ラック列が１列の場合のみならず、図９に示すように、２列のものに
適用してもよいし、或いは３列以上のものに適用してもよい。図９に示すように、ラック
列が２列の場合には、各ラック列の吸気面が互いに対向するように配置し、２つのラック
列の間にコールドアイルが形成されるようにする。そして、このコールドアイルの床面に
グレーチングを設置して吹き出し口とし、床下に既述のダンパ４を設置する。本願で開示
する空調システムは、このように複数のラック列を備えるサーバールームに対しても適用
可能であり、各ダンパ４の開度や空調ユニット３の電動ファンの回転数及び冷気の生成温
度を図４Ａ，Ｂ，Ｃのフローチャートのように制御することで、ラック内のＩＴ機器を冷
却するのに必要十分な量の冷気が吹き出るようになり、空調効率が高まる。
【００４１】
　なお、上記空調システム１を例えば図９に示すように２列のラック列を備えるサーバー
ルーム６に適用する場合、既述のステップＳ１０１，Ｓ１０３における判定処理において
は、ラック列間の通路を挟んで対峙する一対のラックのうち上部温度と下部温度との温度
差が大きい方のラックのΔＴ（ｉ）がＣ値±αの範囲を逸脱しているか否かを検知するよ



(10) JP 2011-108015 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

うにすることが望ましい。温度差が小さい方のラックのΔＴ（ｉ）を使って判定処理を行
うと温度差が大きい方のラックへ冷気を適正に供給できない虞があるが、温度差が大きい
方のラックのΔＴ（ｉ）を使えば冷気を適正に供給してこの温度差を是正することが出来
るからである。
【００４２】
　また、上記空調システム１では、コールドアイルの床下に配設されたダンパ４の開度を
調整することで、各ラックへ供給する冷気の風量を制御していたが、例えば、ダンパ４の
代わりに電動ファンを取り付け、電動ファンの回転数を調整することで各ラックへ供給す
る冷気の風量を制御するようにしても良いし、或いは電動ファンやダンパを組み合わせた
風量調整機構としてもよい。
【００４３】
　また、上記空調システム１では、冷気を床下から供給していたが、例えば、天井から供
給することもできる。図１０は、冷気を天井から供給する場合の空調システム１の構成図
である。図１０に示すように、冷気を天井から吹き出す場合は、天井に冷気が流れるダク
ト１３（天井裏内をいわゆる天井チャンバとし、ダクトを省略しても良い）と暖気が流れ
るダクト１４（図２と同様、サーバールーム内の空間を還気路とし省略してもよい）とを
設ける。そして、冷気が吹き出る吹き出し口にダンパ４や補助送風機を設ける。図４Ａか
ら図４Ｂで説明した制御方法は、「上部」を「下部」に読み替えれば当業者の知識を適用
して天井吹き出し方式の空調システムとして実施できる。このように構成される空調シス
テム１であっても、各ラックに収容されているＩＴ機器へ冷気が均等に供されるため、空
調効率を高めることができる。
【００４４】
　また、上記空調システム１では、冷気の吹き出し角を特に調整していなかったが、例え
ば、上部温度センサ１１と下部温度センサ１２との温度差、または該温度差と上部温度セ
ンサ１１に応じて吹き出し角を制御するようにしてもよい。この場合の制御フローを図１
１に示す。
【００４５】
　制御装置５は、図１１に示すように、各ラックの上部温度と下部温度との温度差ΔＴ（
ｉ）がＣ値－α以下であるか否かを検知する（Ｓ４０１）。このＣ値、α値は既述したス
テップＳ１０１のものと同じ値であってもよいし、異なる値としてもよい。そして、温度
差ΔＴ（ｉ）が（Ｃ－α）以下である場合、上部温度がＴｓｐ値以下であるか否かを検知
する（Ｓ１０２）。このＴｓｐ値は、既述したステップＳ１０２のものと同じ値であって
もよいし、異なる値としてもよい。上部温度Ｔｕ（ｉ）がＴｓｐ以下である場合、制御装
置５は、ダンパ４の吹き出し角Ωをωだけ減少させる（Ｓ４０５）。これにより、図１２
Ａに示すように、過剰であったダンパ４の吹き出し角が減少（換言すれば、ダンパ４の羽
根をラック２よりに傾斜させること）する。また、温度差ΔＴ（ｉ）が（Ｃ－α）以下で
なく（Ｓ４０１）、（Ｃ＋α）以上であり（Ｓ４０３）、Ｔｓｐ以上であれば（Ｓ４０４
）、ラックへの吹き出し角が不足していると判断されるので、ダンパ４の吹き出し角Ωを
ωだけ増加（換言すれば、吹き出し口４の吹出し面に垂直方向に起立させること）する（
Ｓ４０７）。また、Ｓ４０２、Ｓ４０３、Ｓ４０４で偽と判定された場合には、ラックへ
の吹き出し角が適正と判断し、ダンパ４の吹き出し角を現状のままとする（Ｓ４０６）。
【００４６】
　上記空調システム１は、新たに新設する設備として構成するもののみならず、既設の空
調システムを改造して実現することも可能である。例えば、空調ユニット３のみが設けら
れているような空調システムが既設されている場合には、ダンパ４や上部温度センサ１１
、下部温度センサ１２、制御装置５を新たに設けるだけで上記空調システム１を実現でき
るので、汎用性や実用性が極めて高い。
【符号の説明】
【００４７】
１・・・空調システム
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２・・・ラック
３・・・空調ユニット
４・・・ダンパ
５・・・制御装置
６・・・サーバールーム
７・・・床
８・・・コンクリートスラブ
９・・・吹き出し口
１０・・吸込面
１１・・上部温度センサ
１２・・下部温度センサ
１３，１４・・ダクト

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】
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